
会員随時募集中︕ 
ご入会は随時受け付けています︕ 
入会資格審査会も、適宜開催しております︕ 
≪詳細は事務局までお問い合わせください≫ 
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2 月 3 日(火)13：30～ 
令和 7 年度第 5 回法定研修会 

／岡山プラザホテル 

2 月 5 日(木)13：00～ 入会資格審査会／事務局 

2 月 10 日(火)13：30～ 無料相談／事務局 

2 月 13 日(金)13：30～ 空き家管理業務講習会／岡山宅建会館 

2 月 16 日(月)10：30～ 
岡山県不動産サポートセンター 試験委員会 

／岡山宅建会館 

2 月 18 日(水)13：30～ 開業個別相談会／事務局 

2 月 27 日(金)9：30～ 
令和 7 年度第 3 回宅地建物取引士法定講習 

／第一セントラルビル 1 号館 

2 月 28 日(土)13：00～ 一日無料相談会／岡山プラザホテル     

3 月 10 日(火)13：30～ 無料相談／事務局 

3 月 24 日(火)13：30～ 無料相談／事務局 

3 月 25 日(水)13：30～ 開業個別相談会／事務局 

3 月 27 日(金)10：30～ 令和 7 年度第 6 回理事会／事務局 

Monthly通信～別冊～ 

2・3月号 

（一社）岡山県不動産協会 

（一社）岡山県不動産協会 事務局 

〒 700-0901 

岡山市北区本町 4-18（コア本町 3F） 

TEL （086）231-3208 / FAX （086）225-1904 

Mail okaf@okayama-fk.jp 

URL https://www.okayama-fk.jp 

 

 
 
 
 
 

【〆切済】令和 7年度第 3回宅地建物取引士法定講習 

【重要】宅建業に関する各種の変更届について 
 代表者・役員・政令の使用人・専任の宅地建物取
引士・従業者等の変更及び事務所の所在地移転等
がありましたら、30日以内に行政への届出が必要と
なりますので、協会までお知らせください。必要書類の
ご案内をさせていただきます。作成された書類について
は協会までご提出いただきますようお願いいたします。 
【連絡先】 
 TEL ︓086-231-3208 
 メール︓okaf@okayama-fk.jp 

令和 7年度第 3回宅地建物取引士法定講習を開催いたします。 
お申込みされた方は、忘れず受講をお願いします。 

記 
【座学方式】 
日時 ︓令和 8年 2月２7日（金）9:30～（受付 9:00～） 
場所 ︓第一セントラルビル 1号館（岡山市北区本町 6-36） 

【e ラーニング方式】 
受講期間︓令和 8年 2月１3日(金)～2月２7日(金) 

【重要】『住まいる岡山』関連会費について 
 『住まいる岡山』の事業年度は、毎年 4/1～翌年 3/31までとなって
おります。令和８年度の『住まいる岡山』関連機能（会員・マイペー
ジ会員・らくらく流通図面）継続不要の場合、下記期限までに事務
局まで退会届をご提出ください。令和 8 年４月１日以降に退会届
を提出した場合、令和８年度会費を全額納入いただきます。 

＜提出期限＞令和８年３月２5日（水）〆切 

【岡山市より】 
「岡山市開発審査会案件運用基準」改正について 

いわゆる５０戸連たん制度を定めた「岡山市開発行
為の許可基準等に関する条例」が、令和８年４月
１日をもって廃止されることに伴い、都市計画法第３
４条第１４号に基づく「岡山市開発審査会案件運
用基準」を一部改正し、令和８年４月１日から運
用することとなりました。 
詳細は以下の岡山市ＨＰよりご確認ください。 
https://www.city.okayama.jp/0000003166
.html 
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